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業  者  各  位

行政管理部契約検査室契約課長  

物品購入における電子入札システムの導入について（ご案内）

平素は、本市調達業務にご協力いただきありがとうございます。

この度、令和７年度１０月より、本市の契約における透明性・公平性・競争

性の向上のため、物品購入におきまして電子入札システムを導入することとな

りました。１０月１日以降の物品の入札案件につきましては、原則電子入札シ

ステムを用いた一般競争入札に移行することとなります。

また、物品購入における電子入札システムにつきましては、ＩＤパスワード

を用いた運用となります（ＩＣカードを用意する必要はございません）。

手続きの詳細については、８月頃お知らせいたします。
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